
通 報 者 

 
総務部人事課 

副課長 
（新蔵事務局） 

学 長 

法令違反があれば 

必要な手続き 

是正・ 
防止措置 

情報提供 

病院の職員 

病院との契約に基づく 

事業者 

患者 

受付窓口 

病 院 長 

関係者の 
処分 

受理・不受理の決定 

処 理 

調 査 の 進 捗 状 況 ， 

調 査 結 果 の 確 認 

学長の是正措置の確認 

 

 

 

 

 

調査の実施 

 

診療科等 

・診療科長等 

・関係する診療科長 

・医局会等 

安 全 管 理 部 

（調査結果報告） 

（調査を付託） 

（調査） 

（調査結果報告） 

電話，FAX， 
電子ﾒｰﾙ， 
書面又は面会 

・受理・不受理の連絡 
・部局等の調査の進捗状況， 
 調査結果の通知 
・学長の是正措置の通知 

徳島大学病院における医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の
情報提供にかかるフロー図 
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